
香川県意欲と能力のある林業経営体及び適合事業者登録・公表実施要領 

 

（趣旨） 

第１ 本県における森林経営管理法（平成 30 年法律第 35 号。以下「法」という。）第 36 条

第１項及び第２項に基づく民間事業者（以下「意欲と能力のある林業経営体」という。）    

及び同法第 44 条 1 項及び第２項に基づく民間事業者（以下「適合事業者」という。）の

公募・公表については、「森林経営管理法の運用について」（平成 30年 12月 21日付け 30

林整計第 713号林野庁長官通知）のほか、この要領の定めるところによる。 

 

（民間事業者の定義） 

第２ 本要領の公募・公表の対象となる民間事業者とは、自己又は他人の保有する森林に

おいて、事業主自身若しくは直接雇用している現場作業員により又は他者への請負によ

り造林、保育、素材生産等の林業生産活動を行っている民間事業者であり、森林組合、会

社個人経営等の組織形態は問わないものとする。ただし、次の各号に該当する場合は除

く。 

（１）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

（２）暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。） 

（３）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者 

（４）県税を滞納している者 

 

（基準の設定） 

第３ 法第 37 条第２項に基づく経営管理実施権の設定を受けることができる意欲と能力の

ある林業経営体の基準及び法第 43 条第３項に基づく集約化構想が定められる場合に当

該集約化構想における一体経営管理森林の区域内の森林について経営管理を受けること

ができる適合事業者の基準を別記１のとおり定める。 

 

（公募の実施） 

第４ 知事は、第３の経営管理実施権の設定を受けることを希望する意欲と能力のある林業

経営体の公募及び集約化構想が定められる場合に当該集約化構想における一体経営管理

森林の区域内の森林について経営管理を受けること希望する適合事業者の公募を、年に

１回以上行うものとする。 

 

第５ 第４の公募に申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、次に掲げる事項を記

載した登録申請書（様式１）を、当該登録申請書の事業区域がある市町の意向を反映さ

せたうえで、知事に提出するものとする。 

（１）基本情報（主たる事務所の所在地、商号又は名称、代表者氏名等） 



（２）組織に関する情報（職員数等） 

（３）雇用管理体制に関する情報（雇用管理者の選任、雇用に関する文書の交付、社会・労

働保険等への加入状況等） 

（４）技術者・技能者に関する情報 

（５）資本装備に関する情報（林業機械保有台数等） 

（６）事業量等に関する情報（素材生産、造林等） 

（７）事業区域に関する情報 

（８）主伐後の再造林の確保に関する情報 

（９）生産管理の取組に関する情報 

（10）原木の安定供給・流通合理化等に関する情報 

（11）造林･保育の省力化・低コスト化に関する情報 

（12）伐採・造林に関する行動規範の策定等に関する情報 

（13）雇用管理の改善と労働安全対策に関する情報 

（14）コンプライアンスの確保に関する情報 

（15）経理状況に関する情報 

（16）その他知事が必要と認める情報 

２ 前項の登録申請書には、次の（１）から（９）に掲げる書類を添付するものとする。た

だし、申請者が林業労働力の確保の促進に関する法律（平成８年法律第 45号）第５条第

１項の認定を受けた事業主（以下「認定事業主」という。）である場合は、（１）から（６）

までの書類の提出を省略することができる。 

（１）登記事項証明書又は住民票 

（２）納税証明書 

（３）労働者を雇用している場合にあっては、雇用通知書等雇用に関して交付している文

書の様式 

（４）労働者を雇用している場合にあっては、社会・労働保険等への加入状況が確認でき

る書類 

（５）就業規則を制定している場合にあっては、その写し 

（６）直近３か年の貸借対照表及び損益計算書 

（７）事業実績を証する書類（造林、保育、素材生産等の林業生産活動で、完成、引き渡し

が完了した過去３年間の事業実績の中から、代表的なもの１件の契約書等の写し） 

（８）伐採・造林に関する行動規範を策定している場合にあっては、その写し 

（９）誓約書（様式２） 

（10）技術者（フォレストリーダー、フォレストマネージャー、１級林業技能士、２級林業

技能士）が在籍している場合は、そのことが確認できる書類 

（11）その他知事が必要と認める書類 

３ 知事は、必要に応じ申請者に対して登録申請書の内容に関する情報提供を求めること

ができる。 

４ 登録申請書は、公募の期間内に、香川県環境森林部森林・林業政策課に提出するもの



とする。 

 

（申請者名簿の整理） 

第６ 知事は、第５の規定に基づく登録申請書の提出があったときは、登録申請書の内容の

うち公表（閲覧に供するものを含む。以下同じ。）されることとなる情報を意欲と能力の

ある林業経営体及び適合事業者の希望する市町ごとに、登録申請情報（様式３）により

当該市町に提示するものとする。 

 

（市町による推薦） 

第７ 市町長は、第６で示された申請者の中から、県が登録する意欲と能力のある林業経営

体及び適合事業者にふさわしい者を知事に推薦することができる。この場合、市町長は

提示から 10日以内に、推薦書（様式４）を知事に提出するものとする。 

２ 知事は、前項に基づく市町長の推薦があったときは、別記１の基準に関わらず、法第

36条第２項に掲げる要件に適合するか否かを個別に判断するものとする。 

 

（登録の実施） 

第８ 知事は、第５の規定に基づく登録申請書の内容が別記１に掲げる基準の全てに該当す

ると認めたときは、次に掲げる事項を意欲と能力のある林業経営体及び適合事業者名簿

（様式５。以下「名簿」という。）に登録する。 

（１）第５の１の(1)から(15)までに掲げる事項 

（２）登録番号及び登録年月日 

（３）登録情報の変更年月日 

２ 知事は、第７の２の規定に基づく判断を行い、推薦の理由が法第 36条第２項に掲げる

要件に適合すると認めたときは、前項の事項に加え、推薦した市町名及び推薦の理由を

名簿に登録する。 

 

（名簿の公表） 

第９ 知事は、第８の１及び２の規定に基づく登録を行ったときは、遅滞なく、当該申請者

の名簿を県ホームページ等において公表するものとする。 

 

（登録の有無の通知） 

第 10 知事は、第８の規定に基づく登録の有無については、事前に、登録通知書（様式６）

により申請者に通知するものとする。 

２ 関係市町への通知は、第９の規定に基づく名簿の公表をもってこれに代えるものとす

る。 

 

（登録の有効期間） 

第 11 登録の有効期間は、登録日から５年間とする。ただし、名簿に登録された意欲と能力



のある林業経営体及び適合事業者（以下「登録経営体」という。）が、第５の１及び２に

より記載及び提出を省略して登録を行った認定事業主である場合は、改善計画と同期間

とする。 

２ 登録の有効期間満了後、引き続き森林整備等を行う意欲と能力のある林業経営体及び

適合事業者は、知事の登録の更新を受けることができるものとし、その手続きは第３か

ら第７による。 

 

（変更の届出） 

第 12 登録経営体は、第５の１の（１）の基本情報に変更があった場合は、すみやかに知事

に変更届出書（様式７）を提出しなければならない。 

２ 登録経営体は、第５の１の（２）から（15）に定める情報に変更があり、名簿の内容を

直近の情報に変更したい場合は、知事に変更届出書（様式８）を提出することができる。 

３ 知事は、１及び２の規定に基づく変更の届出があったときは、その届出に基づき名簿

を更新するものとする。 

４ 知事は、名簿の内容を更新したときは、遅滞なく、県ホームページ等において公表す

るものとする。 

５ 知事は、登録の有効期間内において定期的に年１回以内、登録経営体に対し、状況報

告書（様式９）の提出を求めることができる。 

６ １及び２の規定に基づく変更届出書の提出にあたっては、第５の４の規定を準用する

ものとする。 

 

（登録の取消） 

第 13 知事は、登録経営体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すも

のとする。 

（１）登録経営体が個人の場合にあってはその死亡、法人の場合にあってはその消滅、解

散等が確認された場合 

（２）登録経営体からの申出があった場合 

（３）登録の申請又は変更の届出の内容に虚偽の記載が確認された場合 

（４）その他経営管理実施権の行使にあたり不正の行為をし、又は故意に伐採等を粗雑に

行うなど登録の取消に相当すると知事が認めた場合 

２ 知事は、前項の規定に基づく登録の取消をしたときは、遅滞なく、その旨を登録取消

通知書（様式 10）により当該登録経営体に通知するものとする。ただし、前項の（１）

に該当する場合にあってはこの限りでない。 

３ 知事は、前項の規定に基づく登録の取消をしたときは、遅滞なく、関係する市町にそ

の旨を通知するとともに、名簿を更新し、県ホームページ等において公表するものとす

る。 

 

 



附則 

１ この要領は、令和元年１１月１日から施行する。 

２ この要領は、令和２年１月２１日から施行する。 

３ この要領は、令和３年９月１日から施行する。 

４ この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

５ この要領は、令和 8年４月 1日から施行する。 


